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 　　　交番相談員運用要綱の制定について（通達甲）

　交番相談員の運用に関し「交番相談員運営要綱の制定について（例規）」（平

成20年３月５日地域発第80号）を制定しているところであるが、高知県警察公文

書管理規程（平成27年６月本部訓令第18号）の施行により公文書種別から例規を

なくすることに伴い、交番相談員の運用に関し別添のとおり「交番相談員運用要

綱」を定め、平成28年４月１日から実施することとしたので、誤りのないように

 されたい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別添

交番相談員運営要綱 

第１　趣旨 

　　　この要綱は、高知県地域警察運営規程（平成５年３月本部訓令第６号。以

下「規程」という。）及び「会計年度任用職員運用要領の制定について（通

達甲）」（令和２年３月27日警務発第188号）に定めるもののほか、交番相談

 員の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

第２　責務 

　　　交番相談員は、地域住民の多様な意見及び要望に迅速かつ的確に対応する

ため自らの知識、経験等を生かして、交番又は駐在所（以下「交番等」とい

う。）を拠点とした地域警察活動のうち住民に対し奉仕する活動等に協力し、

又は当該活動を援助するものを行い、もって地域における住民の安全で平穏

な生活に資することを責務とする。 

第３　活動 

　　　規程第46条に規定する別に定める交番相談員の活動内容は、次のとおりと

 　　する。

　１　住民の困りごと、意見、要望等の聴取及び住民に対する助言 

　２　犯罪の予防、災害事故の防止その他住民の安全で平穏な生活を確保するた

めに必要と認められる事項についての指導連絡及び広報活動 

　３　遺失届及び拾得物の受理等 

　４　被害届（自動二輪車、原動機付自転車及び自転車の盗難に係るものに限

る。）の代書及び預かり 

　５　事件又は事故の発生時における警察官等への連絡 

　６　地理案内 

　７　通学路等における子どもの見守り等の活動 

　８　交番・駐在所連絡協議会の運営に関する活動 

　９　その他署長の命ずる事項 

第４　配置 

　１　署長は、本部長が指定する交番等ごとの配置人員に従い交番相談員を配置

 するものとする。

　２　署長が必要であると認めるときは、一時的に、交番相談員を当該者の配置

　　先以外の交番等において勤務させることができるものとする。 

第５　勤務時間　 

　１　交番相談員の１日の勤務時間は７時間45分とし、１か月の勤務日数は16日

とする。 



　２　交番相談員の勤務種別ごとの勤務時間及び休憩時間は、次表のとおりとす

る。 

勤務   
 勤務時間 休憩時間
種別

 Ａ 午前７時30分から午後４時15分まで 午前11時から正午まで

 Ｂ 午前８時30分から午後５時15分まで 正午から午後１時まで

 Ｃ 午前10時から午後６時45分まで 午後１時から午後２時まで

　３　署長は１及び２に従って、交番相談員の勤務日及び勤務時間を指定するも

のとする。ただし、署長が必要があると認めるときは、勤務時間を変更する

ことができるものとする。 

第６　勤務計画　 

　１　署長は、毎月25日までに翌月の交番相談員の勤務計画を策定しなければな

らない。 

　２　署長は、勤務計画を策定するに当たっては、各交番等の取扱業務等を勘案

の上、交番相談員が配置されている各交番等において、高知県の休日を定め

る条例（平成元年県条例第２号）第１条に規定する県の休日を含め、毎日１

人以上の交番相談員が勤務するよう配意するものとする。 

第７　活動上の留意事項 

　　　交番相談員は、その活動を行うに当たっては、規程第47条に定めるものの

ほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。 

　１　交番相談員の職の信用を傷つけ、又は警察の不名誉となるような行為をし

 ないこと。

  ２　勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いるこ

 と。

　３　来訪者等に対しては、相手の立場に立って親切丁寧に対応するとともに、

その挙動に常に注意を払うほか、交番等内の整理整頓を図るなどして受傷事

 故の防止に努めること。

　４　勤務中に取り扱い、又は受理した事案（５において「取扱事案等」という。）

は、確実に署又は交番等に勤務する警察官に引き継ぐこと。 

  ５　取扱事案等の内容が重要であって処理が困難と認められるもの、犯罪に関

係し、又は関係するおそれがあると認められるもの、その他複雑なもの等に



ついては、速やかに署長に報告してその指揮を受けること。 

　６　職務遂行上、書類に職名を記載する必要がある場合には、「交番相談員」

と記載すること。 

第８　服装等 

　１　交番相談員は、勤務中（第５の２の休憩時間に休憩する場合を除く。）は

耐刃防護衣を着用しなければならない。 

　２　交番相談員は、来訪者等に応対する場合は、耐刃防護衣を着用しなければ

　　ならない。 

　３　規程第48条の標章は、別記第１号様式の交番相談員標章とし、耐刃防護衣

　　の左胸に着装するものとする。 

　４　交番相談員は、勤務時間中、別記第２号様式の交番相談員証を携帯するも

のとし、関係者から提示の要求があった場合には、これを提示しなければな

 らない。

　５　交番相談員は、別記第１号様式の交番相談員標章及び別記第２号様式の交

番相談員証（以下「交番相談員標章等」という。）を他人に貸与し、又は譲

渡してはならない。また、交番相談員の身分を失ったときは、署長を経由し

 て本部長に交番相談員標章等を返納しなければならない。

　６　交番相談員は、交番相談員標章等を破損し、又は紛失したときは、その旨

を遅滞なく署長に届け出なければならない。この場合において、当該届出を

受理した署長は、県本部地域課長を経由して、本部長に報告するものとする。 

第９　指揮監督等 

　　　署長は、交番相談員に対する職務上の指揮監督、指導教養等を自ら行うほ

か、地域官、地域課長、地域課長代理又は交番所長を通じて行うものとする。 

第10　報告 

  １　交番相談員は、勤務日ごとに、別記第３号様式の交番相談員勤務日誌を作

成し、地域課長を経由して署長に報告しなければならない。 

  ２　署長は、交番相談員の年度内の活動状況については別記第４号様式の交番

相談員活動年報により毎年度４月10日までに、交番相談員の効果的な活動事

例、反響、特異事案、紛議等についてはその都度、県本部地域課長を経由し

て本部長に報告しなければならない。 

 

  （別記様式省略）


